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令和８年度大泉西中学校  部活動保護者会資料 
 

Ⅰ．開設部活動一覧  

部活動名 活動日 活動

場所 

活動目的 活動内容 

バスケットボール 火・水・金が活

動日 

土日祝も活動

あり 

 

火  金   

体育館 

水      

武道場 

心身ともに忍耐強い人間性を築き、バスケットボ

ールという競技特性から協調性や社会性を身に

付けて、礼儀を重んじる態度を養います。 

・基礎体力 

・ファンダメンタル 

・練習試合   ・大会への出場 

女子 

バレーボール 

月・水：体育館 

金：４Fで筋トレ 

土日祝も活動

あり 

体育館 

教室 

部活動を通して、技術とマナーを学びます。練

習や試合を通して、協力する気持ちを身に付け

ます。 

・ バレーの基礎・基本 

・ 公式戦に向けた練習試合 

バドミントン 

 

 

月 木(体育館) 

火  （校庭・校

内） 

(土・日・祝はそ

の都度連絡) 

体育館 

校庭 ・

校内 

心と体を共に鍛え、耐え抜く力を身に付けま

す。仲間と協力し、共に思いやることができるよう

に指導します。学校生活の全てにおいて頑張る

姿勢を身に付けます。 

・ 基礎体力トレーニング 

・ 実践練習 

・ 練習試合 

・ 公式試合 

卓球 

 

 

 

月・火・木・金 

土日祝も活動

あり 

 

月 １ 

武道場 

脇ホー

ル 

火・木・

金 

武道場 

・中体連卓球連盟・日本卓球協会が開催する大

会に参加することを目的として、 

技術の向上を目指す。 

・部活動を通じて社会性、協調性を育む。 

・学校生活をより充実したものにするため、部活

動と勉学の両立を目指す。 

・基礎練習 

・弱点補強 

・試合形式練習 

・練習試合 

・公式大会の出場 

サッカー 

 

 

 

火・木・金 

土日祝も活動

あり 

 

校庭 

校舎内 

他グラ

ウンド 

・サッカーを通じて人間的に成長する。 

・サッカーに必要なスキルを身に付け、自信をも

ってサッカーを続けられる選手になる。 

・都大会出場 

・基本練習の徹底 

・様々なパターンのゲーム形式練習 

・練習試合 

・リーグ戦 

・中体連公式大会 

陸上競技 月 火 木 金 

※ 大会前は土

日も実施する可

能性がありま

す。 

校庭 陸上競技を通して心と体を鍛えます。 

※ 原則として土・日・祝日の記録会や競技会に

参加できない生徒は、入部を遠慮してもらいま

す。 

・ 基礎練習・ 種目別練習 

・ 記録会 

・ 競技会 

野球 月・水・金・土

or日 

校庭 ・野球を通じて体力と技術の向上を図る。 

・野球を通じて礼儀やマナー、チームワーク、他

者を思いやる心を育む。 

・基礎練習（守備・打撃・走塁） 

・体力強化（走り込み・トレーニング） 

・練習試合・公式戦 

美術 月 木 

※学校行事前

は別日に活動

をすることがあ

ります。 

美術室 創作活動に親しみ、ものづくりの楽しさや喜びを

知るとともに、美術の知識や技術の向上を目指

します。また、学校行事の装飾や創作活動を行

います。 

・入学式・卒業式装飾 

・運動会、合唱コンクールの装飾 

・創作活動、各種コンクール出品 

ボランティア 原則として火 

木 

※年に１回以

上地域のボラン

ティアに参加す

ること 

会議室 

校内・

外 

「ボランティアって何？」を前向きに考え、活動を

通して「共に生きる」ことを感じていきます。 

・ 今できる活動を実践 

（例）ペットボトルキャップの回収、校

内・外の美化活動 

・青少年地区委員会や児童館のボラ

ンティアに参加 



 

 

 

Ⅱ．部活動の規約 
 
１．部活動の目的 

  （１）多様な価値観に対応するために必要とされる資質、能力を部活動を通じて育てる。 

（２）知識や技能の習得とともに豊かな心の醸成を図る。 

２．活動内容 

   ・各部活動において別途定めます。 

３．活動場所 

  （１）活動場所・使用教室は顧問会議によって調整し、決定します。 

（２）練習・部会や昼食等は決定された場所を使います。 

（３）各自の荷物は必ず活動場所に持って行き、部活ごとに管理します。 

４．活動時間・下校時刻 

  （１）年間通じて、原則授業終了から午後6時００分までとします。(片付け・最終下校を含む) 

（２）学校の行事等で再登校となることがあります。その際の自転車の使用は禁止です。 

  （３）活動終了後、生徒は活動場所から速やかに下校します。 

（４）再登校や下校途中での買い食い、お菓子類等の持ち込み禁止です。 

５．活動の停止 

  （１）定期考査一週間前から定期考査最終日までの活動は、原則として停止します。 

（２）ただし、公式戦や公式戦に準ずる発表会等が近い場合は、短時間の練習を認める場合もあ

ります。(顧問より指示、連絡をします。) 

６．長期休業中・休祭日の活動 

  （１）各部活動顧問の指示で、練習・活動します。 

（２）登下校は標準服または体育着・練習着・ユニフォームです。 

（３）自転車での登校は禁止です。 

 

吹奏楽 

 

 

 

 

月  火  木  金 

（土） 

音楽室 楽器演奏を通して表現力を高めます。コンクール

や校内、地域の催しにて発表します。外部講師に

よる指導が受けられます。 

・東京都吹奏楽コンクール 

・校内合唱コンクールにて演奏 

・地域の催しに出場 

演劇 

 

 

 

 

月 水 金 

※発表前は別日

に活動をすること

があります。 

集会室 演じる練習や部員同士での発表を通して、劇を

創る喜びと大変さを知り、表現力・感受性の伸

長をめざします。 

・ 体操、発声、ダンス 

・ 演劇の基礎的訓練 

・ 年２～３回程度の上演 

・ 区大会への出場 

園芸 原則として月、金 

※その他、部員と

相談して活動日

を決めます。 

学校敷

地内 

草花等の植栽を通して、魅力ある景観を作ると

ともに、それらの長期的な維持活動を行います。 

・学校内の草花等の手入れ 

 

英語 

 

 

月 金 3 階会

議室 

英語を通し、表現力やコミュニケーション能力の

向上を目指す。 

・練馬区英語学芸会出場に向け、発

表内容の検討と練習 

・校内英語掲示物の制作 



７．他の活動との関連 

   ・委員会・係・学級会活動等を優先させ、それらの活動が終了したのち部活動に参加します。 

８．顧問不在時の活動について 

  （１）部活動は原則として顧問の管理のもと行います。 

（２）顧問が出張等で不在の場合は代理顧問のもとで活動することができます。 

９．対外試合・校外活動について 

   （１）大泉西中の代表であることを自覚し、本校のきまりを守って活動します。 

（２）礼儀正しく行動し、部活動内のきまり、一般的なマナーをしっかり守り活動します。 

※試合中のルールはもちろん、応援部員がルールを守らず没収試合になるケースもありま

すので、注意してください。また、部員以外の生徒の応援・観戦は原則禁止となります。 

1０．服装・用具・持ち物等について 

   （１）部活動の服装は、原則授業時（運動部は体育着）の服装または練習着やチームウエアー

となります。 

（２）部活動における練習着はあくまでも体育着に代わるものとしての位置付けとなります。 

（３）短パンやジャージ、防寒着については、上記の限りではありませんが、華美ではないものと

します。 

（４）個人の持ち物・用具は持ち帰ることを原則とし、顧問が認めたもの以外は、学校に置かない

ようにします。 

1１. 部費について 

    活動にともなう用具だけではなく登録費や指導等の謝礼などの経費は、基本的には私費でま

かないます。私費の管理は各部の保護者から会計担当を決めていただき、その方に徴収、年度

末の決算報告まで行っていただいています。個人で使用し個人に還元されるもの(ユニフォーム・

スパイク等)及び対外試合の交通費等は個人負担です(交通費は一部公費負担もあります)。 

1２．保護者の協力について 

   （１）各部活動の実情に合わせて、保護者の皆様に引率や応援のお手伝いをお願いすることが

あります。 

   （２）保護者の中より代表（世話人）を選出していただき、顧問との連絡窓口をお願いします。 

   （３）保護者の方の数名に部費の管理をお願いします。 

   原則として菓子類の差し入れや土産物の持ち込みは禁止です。（宿泊行事の土産に関しても

同様に禁止です。） 

1３．部長及び部長会議 

    各部活動は部長を選出します。部長は顧問と連絡をとり、部のリーダーとして活動します。部長

は、定期的に開かれる部長会議に出席します。（部長が出席できない時は、必ず部員の中から、

代理を出します。） 

1４．入部に関する規定 

（1)入部期間は年度ごとの更新となりますが、三年間継続して続けられることが好ましいです。 

   (2)年度初めに、二・三年生は入部届を、一年生は部活動体験後に入部届を提出します。 

 (3)上記にもあるように三年間継続しての活動がこの好ましいですが、諸事情により退部・転部

する時は、顧問とよく相談をした上で担任の先生にも申し出をします。その後、退部願を顧問

に提出します。転部の場合は、改めて所定の入部願を記入し、担任に提出します。 


